
令和 7年度からの家庭ごみ処理手数料の改定について
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令和 6年度にリサイクルを拡大する昌目

小型家電の回収昌目の拡大

現在の回収品目 4月からの回収晶目
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電池類の回収品目の拡大

今まで「燃やせないごみ」として出していた電池が取り外しできない以
下の品目を、令和6年 4月 より「資源物 【電池】」として収集します。

FI燃やせないごみ」 から 「資源物」電池ヘ

電子タノヽコ 電気シェーバー スマートフォン ラシ
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